
途上国第１グループ※１ 途上国第２グループ※２ 先進国※３

基準年 2020-2022年 2024-2026年 2011-2013年
基準値

（HFC＋HCFC）
各年のHFC⽣産・消費量の平均
＋HCFCの基準値×65%

各年のHFC⽣産・消費量の平均
＋HCFCの基準値×65%

各年のHFC⽣産・消費量の平均
＋HCFCの基準値×15%

凍結年 2024年 2028年※４ なし

削減
スケジュール※５

2029年：▲10%
2035年：▲30%
2040年：▲50%
2045年：▲80%

2032年：▲10%
2037年：▲20%
2042年：▲30%
2047年：▲85%

2019年：▲10%
2024年：▲40%
2029年：▲70%
2034年：▲80%
2036年：▲85%

※１：途上国第１グループ:開発途上国であって、第2グループに属さない国
※２：途上国第２グループ:印、パキスタン、イラン、イラク、湾岸諸国
※３：先進国に属するベラルーシ、露、カザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタンは、規制措置に差異を設ける（基準値について、HCFCの参⼊量を基

準値の25％とし、削減スケジュールについて、第１段階は2020年５%、第２段階は2025年に35%削減とする）。
※４：途上国第２グループついて、凍結年（2028年）の４〜５年前に技術評価を⾏い、凍結年を２年間猶予することを検討する。
※５：すべての締約国について、2022年、及びその後５年ごとに技術評価を実施する。
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HFC⽣産・消費量の段階的削減スケジュール
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